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本県における環境行政組織は、現在、環境生活
部の５課２室及び各保健福祉事務所（保健所）、保

健環境センター、原子力センター、地方振興事務
所等で構成されています。

１　環境行政組織の状況

▲図４−１−１　環境行政組織図（平成２２年４月１日現在）

知　事 副知事 環境生活部

保健福祉部

環境政策課

環境対策課

地球環境班（2661）
環境計画推進班（2663）
環境産業振興班（2664）
調整指導班（2662）
大気環境班（2665）     
水環境班（2666）      
環境影響評価班（2667）
保健環境センター
（022-257-7181）

安全対策班（2607）
調整指導班（2671）
自然保護班（2672）
野生生物保護班（2673）
みどり保全班（2676）
調整班（2688）
企画指導班（2656）
普及促進班（2657）
指導班（2648）
不法投棄対策班（2686）
施設班（2649）

原子力安全対策室
自然保護課

資源循環推進課

廃棄物対策課

竹の内産廃処分場対策室
環境保全連絡調整会議（会長：環境生活部長）
保健福祉総務課（2513）

企画総務班
微生物部
生活化学部
大気環境部
水環境部
監視測定班原子力センター

（0225-54-3322）

対策班（2691）

各保健福祉事務所 環境衛生部 廃棄物対策班
（環境廃棄物班）
環境対策班（保健所）

岩沼支所
黒川支所

食品薬事班（0223-22-2188）
食品薬事班（022-358-1111）

経済商工観光
総務課（2712）

農業振興課（2832）

各地方振興事務所
　
（気仙沼）
農業・園芸総合研究所

古川農業試験場

林業振興部

（農林振興部）

森林管理班

（森林整備班）
園芸環境部
（022-383-8123）
土壌肥料部
（0229-26-5107）環境管理委員会（委員長：副知事）

環境審議会
自然環境保全審議会
公害審査会
自然エネルギー等・省エネルギー促進審議会
環境影響評価技術審査会
女川原子力発電所環境保全監視協議会
女川原子力発電所環境調査測定技術会

経済商工
観光部

農林水産部

課室名の後の（　）内が 4 桁のみのものについては、その
連絡先が「022-211-○○○○」であることを示しています。

（注）

第４部　環境行政の推進体制

環境政策課
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第４部　環境行政の推進体制

１　環境審議会
宮城県環境審議会は、環境基本法第４３条及び環

境審議会条例に基づき、公害対策審議会に替えて
平成６年８月に設置され、本県の区域における環
境の保全に係る基本的事項を調査、審議していま
す。
平成２１年度末現在の委員は、学識経験者２０人、

県議会議員２人、国の行政機関の職員３人の計２５
人で構成されています。
また、専門的事項を調査するため、水質専門委

員８人、地盤沈下専門委員６人、地球温暖化防止
対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定委
員８人が委嘱されています。

▼表４−２−１　環境審議会開催状況

環境政策課
２　審議会等の状況

審　　議　　内　　容開催年月日区　　分
・産業廃棄物税の今後のあり方について（諮問）平成２１年８月１０日環境審議会
・産業廃棄物税の今後のあり方について（答申）平成２１年１０月６日
・平成２２年度公共水域水質及び地下水質測定計画の策定について（諮問）
・湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量規制基準の改正について（諮問）

平成２１年１２月１４日

・平成２２年度公共水域水質及び地下水質測定計画の策定について（答申）
・湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量規制基準の改正について（答申）
・鳴瀬川流域水道水源特定保全地域の指定について（諮問・答申）
・「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画（区域施
策編）」の策定について（諮問）

平成２２年３月１８日

・平成２２年度公共用水域水質及び地下水質測定計画について
・湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量規制基準について

平成２２年２月８日水質専門委員会議

・（仮称）宮城県地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定
について

平成２２年３月１８日地球温暖化防止対策
地方公共団体計画
（区域施策編）策定専
門委員会議

▼表４−１−１　県の保健福祉事務所（保健所）の所在地及び所管区域（平成２２年３月３１日現在）

電話番号（代表）所管区域所　在　地機　関　名

０２２４－５３－３１１５
白石市、角田市、蔵王町、
七ヶ宿町、大河原町、村田町、
柴田町、川崎町、丸森町

〒９８９－１２４３(大河原合同庁舎内）
大河原字南１２９－１

仙南保健福祉事務所
（仙南保健所）

０２２－３６３－５５０２塩竃市、多賀城市、松島町、
七ヶ浜町、利府町

〒９８５－０００３
塩竃市北浜４－８－１５

仙台保健福祉事務所
（塩釜保健所）

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

０２２３－２２－２１８８名取市、岩沼市、亘理町、
山元町

〒９８９－２４３２
岩沼市中央３－１－１８

岩沼支所
（塩釜保健所岩沼支所）

０２２－３５８－１１１１大和町、大郷町、富谷町、
大衡村

〒９８１－３３０４
富谷町ひより台２－４２－２

黒川支所
（塩釜保健所黒川支所）

０２２９－９１－０７０７大崎市、色麻町、加美町、
涌谷町、美里町

〒９８９－６１１７（大崎合同庁舎内）
大崎市古川旭４－１－１

北部保健福祉事務所
（大崎保健所）

北
部
保
健
　

福
祉
事
務
所 ０２２８－２２－２１１２栗原市〒９８７－２２５１(栗原合同庁舎内）

栗原市築館藤木５－１
栗原地域事務所
（栗原保健所）

０２２５－９５－１４１６石巻市、東松島市、女川町〒９８６－０８１２（石巻合同庁舎内）
石巻市東中里１－４－３２

東部保健福祉事務所　
（石巻保健所）

東
部
保
健
　

福
祉
事
務
所 ０２２０－２２－７５１４登米市〒９８７－０５１１

登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５
登米地域事務所
（登米保健所）

０２２６－２２－６６６１気仙沼市、南三陸町〒９８８－００６６
気仙沼市東新城３－３－３

気仙沼保健福祉事務所
（気仙沼保健所）
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２　自然環境保全審議会
宮城県自然環境保全審議会は、自然環境保全法

第５１条及び自然環境保全審議会条例に基づいて昭
和４７年１０月に設置されました。審議事項は、「鳥
獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」及び「温
泉法」の規定に基づく権限に属する事項のほか、
自然環境に関する重要事項を調査・審議していま
す。平成２２年３月３１日現在の委員の構成は、学識
経験者１９人、県議会議員２人、国の行政機関の職
員１人、町村の職員１人の計２３人です。

また、専門的事項を調査・審議するため、専門
委員１０人が置かれています。
下部組織として自然環境部会と温泉部会が設置

されています。自然環境部会は１０名、温泉部会は
１０名で構成されており、会長が審議会委員及び専
門委員のうちから部会に属する者を指名していま
す。各部会の審議事項は、自然環境保全審議会条
例に基づき、その権限に属する事項について調
査、審議しています。

▼表４−２−２　自然環境保全審議会開催状況

議　　　　　　　　　　題開催年月日会議の種別
・県指定一桧山鳥獣保護区の指定について 平成２１年９月３日審　　議　　会
・県指定一桧山鳥獣保護区一桧山特別保護区の指定について 
・荒沢県自然環境保全地域の指定及び保全計画（案）について平成２２年２月８日
・県立自然公園船形連峰公園計画の一部変更について 平成２２年２月８日自然環境部会
・県立自然公園船形連峰泉ケ岳宿舎事業の決定並びに泉ケ岳スキー場及び
泉ケ岳野営場事業の変更について
・掘削に関する審議　　　　６件平成２１年６月９日温  泉  部  会
・動力装置に関する審議　　１件
・掘削に関する審議　　　　３件平成２１年１０月１３日
・動力装置に関する審議　　２件
・掘削に関する審議　　　　４件平成２２年２月１０日
・動力装置に関する審議　　３件

３　自然エネルギー等・省エネルギー促進
審議会
宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進審

議会は、宮城県自然エネルギー等・省エネルギー
促進条例第１７条に基づき、平成１５年１２月２５日に設
置され、同条例第９条に定める本県における自然
エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進

▼表４−２−３　自然エネルギー等・省エネルギー促進審議会開催状況

に関する基本的な計画及びその他重要事項を調査
審議しています。平成２２年３月３１日現在の委員
は、学識経験者等１７人、行政機関の職員２人及び
一般公募委員１人の計２０人で構成されています。

環境政策課

審　　議　　内　　容開催年月日
・平成２１年度宮城県自然エネルギー等・省エネルギー大賞について（報告）平成２２年２月１８日
・自然エネルギー等導入の現状について（報告）

自然保護課
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第４部　環境行政の推進体制

４　グリーン購入促進委員会
グリーン購入促進委員会は、グリーン購入促進

条例第２０条の規定により、平成１８年６月１２日に設
置され、グリーン購入の促進に関する重要事項を
調査、審議しています。

５　公害審査会
宮城県公害審査会は、公害紛争処理法第１３条及
び公害紛争処理条例第２条に基づき、昭和４６年４
月に設置され、公害（典型７公害）に係る紛争に
ついて、あっせん、調停及び仲裁を行っています。

平成２２年３月３１日現在の委員は、弁護士、学識
経験者等の１２人で構成されています。
なお、平成２１年度は開催されていません。　

資源循環推進課

環境対策課

▼表４−２−４　環境影響評価技術審査会開催状況

６　環境影響評価技術審査会
宮城県環境影響評価技術審査会は、環境影響評

価条例第４７条に基づき、平成１１年１月に設置さ
れ、環境影響評価その他の手続等に関する技術的
な事項を調査審議しています。
平成２２年３月３１日現在の委員は、学識経験者１２

人で構成されています。

さらに、会長が技術審査会の委員から４人を指
名し、技術審査会に環境影響評価マニュアル検討
部会を設置し、環境影響評価技術指針の解説書で
ある「環境影響評価マニュアル」の改訂について
調査審議しました。

環境対策課

審　　議　　内　　容開催年月日区　　分
・宮城県環境影響評価マニュアル（公害質）の改訂について平成２１年１０月２９日環境影響評価マニュア

ル検討部会


